
■行動指針

　　　２０２５年　１月　６日

１．事業活動に携わるすべての社員が常に「顧客満足第一」に
　　努めること

２．工程の最適化を追求し、スピーディーに製品とサービスを
　　提供すること

３．品質向上を追求し、技術力強化と人材育成を進めること

４．顧客要求事項および法的要求事項の適合を図り、品質マネ
　　ジメントシステムの有効性の継続的な改善に努めること

５．品質目標を設定し、その適切性の維持のためにマネジメン
　　トレビューを確実に実施し、見直しを行うこと


